
別紙 

例月出納検査の結果（令和８年４月検査分） 

 

１ 検査の趣旨 

  検査は、地方自治法第 235条の２第１項に基づき、会計管理者及び地方公営企業法の適用を受

ける企業の管理者（管理者を置かない事業は、管理者の権限を行う知事）（以下「会計管理者等」

という。）の現金の出納に係る事務処理が適正かつ正確に行われているかを主眼として、広島県

監査委員監査基準に準拠して実施した。 

 

２ 検査の対象 

  令和８年３月分の会計管理者等の現金出納事務 

 

３ 検査の実施内容 

  会計管理者等から提出された出納検査調書等に基づき、対象月の計数について、出納関係諸帳

簿、預金通帳、証拠書類及び証券等と照合等を行った。（令和８年４月 27日検査） 

 

４ 検査の結果 

  上記のとおり検査した限り、重要な点において、会計管理者等の現金出納事務は適正に行われ、

正確であると認めた。 

 



３ 月 の 出 納 状 況 

 

 

１ 歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金 

令和８年３月 31日現在における歳計現金、歳入歳出外現金及び基金の状況は次のとおり。 

 

 

 

  

 （１）歳計現金（一般会計及び特別会計） （単位：円）

前  月  か  ら  の 本 月 末 残 高
繰  越  額   （Ａ） 収　入　額　（B) 支　出　額　（C) 収　入　済　額 支　出　済　額 （Ａ＋Ｂ－Ｃ）

 （２）歳入歳出外現金 （単位：円）

本 月 末 保 管 額

 （３）基　　金 （単位：円）

本 月 末 現 在 額

区　　　　　　分
本　　　　月　　　　分 累　　　　　　　　計

24,929,060,421

一　般　会　計 － 142,352,090,119 200,925,103,472 967,148,915,842 932,915,873,473 －

歳　　計　　現　　金 134,194,938,607 179,936,747,156 289,202,625,342 1,457,278,323,566 1,432,349,263,145

499,433,389,672 －

前　月　末　保　管　額 本    月    受    額 本    月    払    額

特　別　会　計 － 37,584,657,037 88,277,521,870 490,129,407,724

前　月　末　現　在　額 本    月    受    額 本    月    払    額

237,884,593,236 13,131,957,165 3,463,895,732 247,552,654,669

6,215,213,438 5,049,799,560 2,002,490,901 9,262,522,097



 

２ 公営企業会計 

令和８年３月 31日現在における土地造成事業会計及び流域下水道事業会計の状況は次のとおり。 

 

 

 

 

（単位：円）

前  月  か  ら  の 本 月 末 残 高

繰  越  額   （Ａ） 収　入　額　（B) 支　出　額　（C) 収　　入　　額 支　　出　　額 （Ａ＋Ｂ－Ｃ）

事 業 会 計

合　　　　　　計 3,563,386,942 2,546,277,493 2,563,138,383 11,025,714,238 10,541,753,151 3,546,526,052

1,313,408,586
事 業 会 計

流 域 下 水 道
2,481,599,179 2,293,635,788 2,542,117,501 9,727,392,155 10,395,765,745 2,233,117,466

区　　　　　　分
本　　　月　　　分 累　　　　　　　　計

土 地 造 成
1,081,787,763 252,641,705 21,020,882 1,298,322,083 145,987,406


